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生活困窮者自立支援制度の理念

本制度は、生活保護に至っていない生活困窮者に対する「第２のセーフティネット」を全国的に拡充し、包括的な
支援体系を創設するもの。

１．制度の意義

(１)生活困窮者の自立と尊厳の確保

・本制度では、本人の内面からわき起こる意欲や想いが主役となり、支援員がこれに寄り添って支援する。
・本人の自己選択、自己決定を基本に、経済的自立のみならず日常生活自立や社会生活自立など本人の状態に
応じた自立を支援する。
・生活困窮者の多くが自己肯定感、自尊感情を失っていることに留意し、尊厳の確保に特に配慮する。

(２)生活困窮者支援を通じた地域づくり

・生活困窮者の早期把握や見守りのための地域ネットワークを構築し、包括的な支援策を用意するとともに、働く場
や参加する場を広げていく。（既存の社会資源を活用し、不足すれば開発・創造していく。）
・生活困窮者が社会とのつながりを実感しなければ主体的な参加に向かうことは難しい。「支える、支えられる」と
いう一方的な関係ではなく、「相互に支え合う」地域を構築する。

２．制度のめざす目標

(１)包括的な支援…生活困窮者の課題は多様で複合的である。「制度の狭間」に陥らないよう、広く受け止め、就労の

課題、心身の不調、家計の問題、家族問題などの多様な問題に対応する。
(２)個別的な支援…生活困窮者に対する適切なアセスメントを通じて、個々人の状況に応じた適切な支援を実施する。
(３)早期的な支援…真に困窮している人ほどＳＯＳを発することが難しい。「待ちの姿勢」ではなく早期に生活困窮者を

把握し、課題がより深刻になる前に問題解決を図る。
(４)継続的な支援…自立を無理に急がせるのではなく、本人の段階に合わせて、切れ目なく継続的に支援を提供する。
(５)分権的・創造的な支援…主役は地域であり、国と自治体、官と民、民と民が協働し、地域の支援体制を創造する。

３．新しい生活困窮者支援のかたち

※以下に掲げた制度の意義、めざす目標、具体的な支援のかたちは、いずれも本制度の「理念」とされている。

資料作成：厚労省



生活支援体系の基本的視点

「自立と尊厳」

すべての生活困窮者の社会的経済的な自立を
実現するための支援は、生活困窮者一人一人
の尊厳と主体性を重んじたものでなければなら
ない。人々の内面からわき起こる意欲や幸福
追求に向けた想いは、生活支援が依拠するべ
き最大のよりどころであり、こうした意欲や想い
に寄り添ってこそ効果的な支援がすすめられる。

【社会保障審議会・特別部会報告】



生活支援体系の基本的視点
「つながりの再構築」
生活困窮者が孤立化し自分に価値を見出せないで
いる限り、主体的な参加へ向かうことは難しい。一人
一人が社会とのつながりを強め周囲から承認されて
いるという実感を得ることができることは、自立に向
けて足を踏み出すための条件である。新たな生活支
援体系は、地域社会の住民をはじめとする様々な
人々と資源を束ね、孤立している人々が地域社会の
一員として尊ばれ、多様なつながりを再生・創造でき
ることを目指す。そのつながりこそ人々の主体的な
参加を可能にし、その基盤となる。

【社会保障審議会・特別部会報告】



生活困窮に関する「対社会」

• 生活困窮という課題には、福祉分野のみならず、
保健、雇用、文教、金融、住宅、産業、農林漁業
など様々な分野が関係するものであり、国におい
ては関係省庁が十分に連携し、自治体において
も地域づくり、まちづくりの視点から、関係部局が
連携して総合的に取り組むことが期待される。

• 対社会への創造型支援を行っていくための早期
発見や見守りなどを可能とする地域社会づくりや
社会資源の開発を行うことが必要である。

【社会保障審議会・特別部会報告】
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「家族以外の人」と交流のない人の割合（国際比較）

（注）友人、職場の同僚、その他社会団体の人々（協会、スポーツクラブ、カルチャークラブなど）との交流が、「全くない」あるいは「ほとんどない」と
の交流が、「全くない」あるいは「ほとんどない」と回答した人の割合（合計）

（出典）OECD,Society at Glance:2005 edition,2005,p8

○ 日本では「友人、同僚、その他の人」との交流が「全くない」あるいは「ほとんどない」と
回答した人の割合が15.3％おり、ＯＥＣＤの加盟国20か国中最も高い割合となっている。
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高齢者の社会的孤立の状況

＜会話頻度の回答割合 （n=20,505）＞

（出典）国立社会保障・人口問題研究所「生活と支え合いに関する調査」（平成24年7月実施）

＜頼れる人がいるかどうかの回答割合
（65歳以上、n=5,267）＞ ※複数回答

○ 会話頻度について「毎日」という回答が総数の9１.０％を占める一方で、65歳以上の男性単独
世帯では「2週間に1回以下」回答が１６．７％となっている。

○ 65歳以上男性単独世帯で「頼れる人はいない」「人には頼らない」回答が10～20％程度ある。

⇒ ひとり暮らしの高齢男性に社会的孤立のリスクが高い傾向がみられる



1998年（平成10年）の値を100とした年齢階級別の自殺死亡率の推移

出典：平成24年版自殺対策白書

20～29歳

30～39歳



「自殺の危機経路」事例 （「→」＝連鎖、「＋」＝併発）

「自殺」の実態を知る
○自殺はその多くが追い込まれた末の死である

【無職者（就業経験あり）】
①失業→生活苦→多重債務→うつ病→自殺
②連帯保証債務→倒産→離婚の悩み＋将来生活への不安→自殺
③犯罪被害（性的暴行など）→精神疾患→失業＋失恋→自殺

【被雇用者】 ①配置転換→過労＋職場の人間関係→うつ病→自殺
②昇進→過労→仕事の失敗→職場の人間関係→自殺
③職場のいじめ→うつ病→自殺

【自営者】 ①事業不振→生活苦→多重債務→うつ病→自殺
②介護疲れ→事業不振→過労→身体疾患＋うつ病→自殺
③解雇→再就職失敗→やむを得ず起業→事業不振→多重債務→生活苦→自殺

【無職者（就業経験なし）】
①子育ての悩み→夫婦間の不和→うつ病→自殺
②ＤＶ→うつ病＋離婚の悩み→生活苦→多重債務→自殺
③身体疾患＋家族の死→将来生活への不安→自殺

【学生】 ①いじめ→学業不振＋学内の人間関係（教師と）→進路の悩み→自殺
②親子間の不和→ひきこもり→うつ病→将来生活への不安→自殺

NPO法人ライフリンク「自殺実態1000人調査」



自殺要因の連鎖図

ライフリンク
「自殺実態1000人調査」



社会的孤立 Social Isolation

家族からの孤立

近隣社会からの孤立

集団、組織からの孤立

情報からの孤立

制度・サービスからの孤立

社会的役割からの孤立

生きる意欲
の喪失

セルフネグレ
クト
（自暴自棄）

社会的排除



「地域」のとらえ方
「我が事」の意識は、誰かに押し付けられるもの

ではない。 「共生」は「強制」されることで画一的に
なってしまう。地域には二つの顔がある。従来の封
建的な側面を残した地域に縛り付けるものでもな
い。多様性を認め合い、包括的な地域社会をつくり
出していくこと。それは住民自治による地域づくり
を高めていくことである。社会的孤立をなくし、誰も
が役割を持ち、相互に支え合っていくことができる
地域共生社会を創出することは、地域に共生の文
化を根付かせていく過程である。

【地域力強化検討会 最終とりまとめ】



我が事にするための福祉教育

我が事にする土台として、幼少期から地域福
祉に関心を促し、地域活動への参加を通して人
間形成を図っていく福祉教育が必要である。就
学前から義務教育、高等教育といったそれぞれ
の段階で地域貢献学習（サービスラーニングや
ボランティア活動）などに積極的に取り組み、福
祉意識の涵養と理解を深めていくことが大切で
ある。またこうした地域福祉の学びは生涯学習
の視点からも取り組んで行かなくてはならない。

厚労省・地域力強化検討会（中間とりまとめ）
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生活困窮者自立支援法

（基本理念）

第二条 生活困窮者に対する自立の支援は、生活
困窮者の尊厳の保持を図りつつ、生活困窮者の
就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立
の状況その他の状況に応じて、包括的かつ早期に
行われなければならない。

２ 生活困窮者に対する自立の支援は、地域にお
ける福祉、就労、教育、住宅その他の生活困窮者
に対する支援に関する業務を行う関係機関（以下
単に「関係機関」という。）及び民間団体との緊密
な連携その他必要な支援体制の整備に配慮して
行われなければならない。



障害者基本法
第一条この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわら
ず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊
重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害
の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を
尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自
立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を
定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするととも
に、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基
本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参
加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進するこ
とを目的とする。

第三条二全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するか
についての選択の機会が確保され、地域社会において他の
人々と共生することを妨げられないこと。



高齢者
地域包括ケアシステム

［地域医療介護確保法第２条］

【高齢者を対象にした相談機関】

地域包括支援センター

子ども・子育て
家庭

【子ども・子育て家庭を対象にした相談機関】

地域子育て支援拠点
子育て世代包括支援センター

等

課題の複合化

制度の狭間

・高齢の親と無職独身の５０代の子が同居（８０５０）
・介護と育児に同時に直面する世帯（ダブルケア） 等
⇒各分野の関係機関の連携が必要

・いわゆる「ごみ屋敷」
・障害の疑いがあるが手帳申請を拒否 等

土台としての地域力の強化
「他人事」ではなく「我が事」と考える地域づくり

地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制

生活困窮
者支援

「必要な支援を包括的
に確保する」という理念
を普遍化

「必要な支援を包括
的に確保する」とい
う理念を普遍化

○既存の制度による解決が困難な課題

障害者
地域移行、地域生活支援

【障害者を対象にした相談機関】

基幹相談支援センター 等

共生型
サービス



地域における医療及び介護の総合的
な確保の促進に関する法律

第二条

この法律において「地域包括ケアシステム」とは、
地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み
慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常
生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防
（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防
又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは
悪化の防止をいう。）、住まい及び自立した日常生活
の支援が包括的に確保される体制をいう。



地域共生社会と地域包括ケア
厚労省 （2017年4月5日衆議院厚生労働委員会）

「地域共生社会は地域包括ケアの上位概念である」

「高齢期の支援を地域で包括的に確保する『地域包括ケ
アシステム』の構築が進められてきたが、この『必要な支
援を包括的に提供する』という考え方を、障害のある人、
子ども等への支援にも普遍化すること、高齢の親と無職独
身の50代の子が同居している世帯（いわゆる『8050』）、介
護と育児に同時に直面する世帯（いわゆる『ダブルケア』）
など、課題が複合化していて、高齢者に対する地域包括
ケアシステムだけでは適切な解決策を講じることが難しい
ケースにも対応できる体制をつくることは、地域共生社会
の実現に向けた包括的な支援体制の構築につながってい
くものである」



•生活の包括（全体性）

•人生の包括（継続性・連続性）

•世帯の包括（家族支援）

•制度、サービスの包括（多職種連携）

•専門職と地域住民の包括（協働）

•地域課題の包括（減災、居住、産業）



地域共生社会の理念
全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創
り、高め合うことができる「地域共生社会」を実現
する。このため、支え手側と受け手側に分かれる
のではなく、地域のあらゆる住民が役割を持ち、
支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュ
ニティを育成し、福祉などの地域の公的サービス
と協働して助け合いながら暮らすことのできる仕
組みを構築する。

→ 権利としての地域共生社会へ



地域共生社会がめざす姿
◆ 地域共生が文化として定着する挑戦

福祉教育の展開 他人事から「我が事」へ

◆ 「待ち」の姿勢から、「予防」の視点に基づく、
早期発見、早期支援へ
申請主義からの脱却、予防的福祉の推進

◆ 専門職による多職種連携、
地域住民等との協働による地域連携
「縦割り」から「丸ごと」へ 公的支援と住民自治の融合

◆ 「支え手」「受け手」が固定されない、多様な参加の場、
働く場の創造
役割の創出と相互実現できる地域（ケアリングコミュニティ）

◆ 「点」としての取組から、有機的に連携・協働する
「面」としての取組へ
重層的なセーフティネットの整備、包括的支援体制



１ 自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進（介護保険法）
全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化
・ 国から提供されたデータを分析の上、介護保険事業（支援）計画を策定。計画に介護予防・重度化防止等の取組内容と目標を記載
・ 都道府県による市町村に対する支援事業の創設 ・ 財政的インセンティブの付与の規定の整備

（その他）
・ 地域包括支援センターの機能強化（市町村による評価の義務づけ等）
・ 居宅サービス事業者の指定等に対する保険者の関与強化（小規模多機能等を普及させる観点からの指定拒否の仕組み等の導入）
・ 認知症施策の推進（新オレンジプランの基本的な考え方（普及・啓発等の関連施策の総合的な推進）を制度上明確化）

２ 医療・介護の連携の推進等（介護保険法、医療法）
① 「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた、新たな介護保険施設を創設

※ 現行の介護療養病床の経過措置期間については、６年間延長することとする。病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は
診療所の名称を引き続き使用できることとする。

② 医療・介護の連携等に関し、都道府県による市町村に対する必要な情報の提供その他の支援の規定を整備

３ 地域共生社会の実現に向けた取組の推進等（社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法）
・ 市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制作り、福祉分野の共通事項を記載した地域福祉計画の策定の
努力義務化

・ 高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉制度に新たに共生型サービスを位置付ける

（その他）
・ 有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化（事業停止命令の創設、前払金の保全措置の義務の対象拡大等）
・ 障害者支援施設等を退所して介護保険施設等に入所した場合の保険者の見直し（障害者支援施設等に入所する前の市町村を保険者とする。）

Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進

４ ２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする。（介護保険法）

５ 介護納付金への総報酬割の導入（介護保険法）

・ 各医療保険者が納付する介護納付金（40～64歳の保険料）について、被用者保険間では『総報酬割』（報酬額に比例した負担）とする。

Ⅱ 介護保険制度の持続可能性の確保

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案のポイント

※ 平成３０年４月１日施行。（ Ⅱ５は平成29年8月分の介護納付金から適用、Ⅱ４は平成３０年８月１日施行）

高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保
することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにする。



（地域福祉の推進）
第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び
社会福祉に関する活動を行う者（以下「地域住民等」という。）
は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域
社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化
その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるよう
に、地域福祉の推進に努めなければならない。

２ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービス
を必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護
予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要
介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をい
う。）、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉
サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他
の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あら
ゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課
題（以下「地域生活課題」という。）を把握し、地域生活課題の解
決に資する支援を行う関係機関（以下「支援関係機関」という。）
との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。

社会福祉法改正案（第４条）



地域生活課題の把握と解決

① 福祉サービスを必要とする地域住民と世帯

が抱える福祉、介護、介護予防、保健医療、

住まい、就労、教育に関する課題。

② 地域社会からの孤立に関する課題。

③ あらゆる分野に参加する機会の確保の課
題。

以上の「地域生活課題」について、

把握して、関係機関と連携して、解決を図
る。



（福祉サービスの提供の原則）

第５条 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供す
る多様な福祉サービスについて、利用者の意向を十分に尊重
し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連
携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービス
との有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合
的に提供することができるようにその事業の実施に努めなけれ
ばならない。

（国及び地方公共団体の責務）

第６条 （略）

２ 国及び地方公共団体は、地域住民等が地域生活課題を把握
し、支援関係機関との連携等によりその解決を図ることを促進
する施策その他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を
講ずるよう努めなければならない。

社会福祉法改正案（第５条、第６条）



（地域子育て支援拠点事業等を経営する者の責務）

第１０６条の２ 社会福祉を目的とする事業を経営する者のうち、次に掲げる事業
を行うもの（市町村の委託を受けてこれらの事業を行う者を含む。）は、当該事
業を行うに当たり自らがその解決に資する支援を行うことが困難な地域生活課
題を把握したときは、当該地域生活課題を抱える地域住民の心身の状況、その
置かれている環境その他の事情を勘案し、支援関係機関による支援の必要性
を検討するよう努めるとともに、必要があると認めるときは、支援関係機関に対
し、当該地域生活課題の解決に資する支援を求めるよう努めなければならな
い。

一 児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業又は
同法第十条の二に規定する拠点において同条に規定する支援を行う事業

二 母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）第二十二条第一項に規定す
る母子健康包括支援センターを経営する事業

三 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業

四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七
条第一項第三号に掲げる事業

五 子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第五十九条第一号
に掲げる事業

社会福祉法改正案（第106条の２）



事業者の責務としての連携

一 地域子育て支援拠点事業

二 母子健康包括支援センター事業

三 介護予防・日常生活支援総合事業

地域支援事業

四 障害者地域生活支援事業

五 地域子ども・子育て支援事業

あらゆる分野の相談支援に関する事業者が

「地域生活課題」の解決に連携してあたる。



（包括的な支援体制の整備）

第１０６条の３ 市町村は、次に掲げる事業の実施その他の各般の措置を通
じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互
の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に
提供される体制を整備するよう努めるものとする。

一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対
する支援、地域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地
域住民等に対する研修の実施その他の地域住民等が地域福祉を推進
するために必要な環境の整備に関する事業

二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談
に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機
関に対し、協力を求めることができる体制の整備に関する事業

三 生活困窮者自立支援法第二条第二項に規定する生活困窮者自立相
談支援事業を行う者その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決す
るために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的
かつ計画的に行う体制の整備に関する事業

２ 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる事業に関して、その適切かつ有効な
実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

社会福祉法改正案（第106条の３）



様々な課題を
抱える住民

高齢関係 障害関係

自立相談
支援機関

児相

児童関係

病院

医療関係

教育関係

保健関係

家計支援関係

がん･難病関係

発達障害関係

自治体によっては
一体的

ご近所 民生委員・
児童委員

PTA

子ども会

住
民
に
身
近
な
圏
域

市
町
村
域
等

自治会

NPO

住民が主体的に地域課題を把握して
解決を試みる体制づくり

環境産業

地区社協

司法関係

住まい関係

市町村

市町村における
総合的な

相談支援体制作り

明らかになったニーズに、
寄り添いつつ、つなぐ

バックアップ

交通

土木

老人ｸﾗﾌﾞ

医療的ケアを要する
子どもやDV、刑務
所出所者、犯罪被害
者など、身近な圏域
で対応しがたい、も
しくは本人が望まな
い課題にも留意。

農林水産

都市計画

まちおこし

住民が主体的に地域課題を把握して解決
を試みる体制づくりを支援する

複合課
題の丸
ごと

世帯の
丸ごと

とりあ
えずの
丸ごと

解決
課題把握
受け止め 地域の基盤づくり

雇用･就労関係

「丸ごと」受け止める場
（地域住民ボランティア、地区社協、市区町村社協の地区担当、
地域包括支援センター、相談支援事業所、地域子育て支援拠点、

利用者支援事業、社会福祉法人、ＮＰＯ法人等）

協働の中核を担う機能

他人事を「我が事」に変えて
いくような働きかけをする機能

防犯・防災

社会教育

ボランティア

企業・商店
受け手 支え手

社会福祉法人

【１】
【２】

【３】

学校

権利擁護関係

多文化共生関
係

ニッポン一億総活躍プラン

（H28.6.2閣議決定）

世帯全体の複合化・
複雑化した課題を受け

止める、市町村におけ

る総合的な相談支援体

制作りの推進。

小中学校区等の住民
に身近な圏域で、住民
が主体的に地域課題を
把握して解決を試みる
体制づくりの支援。

自殺対策関係

消費生活協同組合

地域における住民主体の課題解決力強化・包括的な相談支援体制のイメージ
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生活困窮者自立支援制度における他制度との連携について

生活困窮者
自立支援制度
（自立相談支援機関）

○ 生活困窮者自立支援制度においては、自立相談支援事業を中核に、任意事業の活用や他制度
との連携により、本人の状態像に応じたきめ細かい支援を実施することが重要。

○ また、地域資源の開発に当たっても、他制度のネットワークや他機関と連携することが重要。

生活保護
（福祉事務所）

障害保健福祉施策
（障害者就業・生活支援セン
ター等）

介護保険
（地域包括支援セ
ンター等）

多重債務者対策
（多重債務者相談窓口、
法テラス、弁護士会等）

子ども・若者育成支援施策
（子ども・若者支援地域協議会等）

住宅施策
（居住支援協議会）

地域福祉施策
（社会福祉協議会、民生委員・
児童委員、よりそい
ホットライン等）

労働行政
（ハローワーク、

地域若者サポートス
テーション等）

国民年金保険
料免除制度

教育施策
（教育委員会、
スクールソー
シャルワーカ
ー等）

矯正施設
（保護観察所等）

・必要に応じ、生活保護へのつなぎ、生活保護脱却後
の困窮者制度の利用（連続的な支援）

・ひとり親家庭特有の課題や、複合的な課題へ
の連携した対応
・児童養護施設退所後の子どもの支援 等

・介護保険制度の要介護、要支
援にとどまらない、世帯の生活
課題への連携した対応

・地域ネットワークの整備等に係
る連携 等

・本人の意向を踏まえつつ、障害の可能
性や世帯の生活課題への連携した対
応

・障害者支援に係る専門性の生活困窮
者支援への活用
・認定就労訓練事業の担い手確保 等・地域住民相互の支え合い等

インフォーマルな支援の創出
・地域のネットワーク強化 等

・住居に関する課題への連
携した対応

・支援調整会議と子ども・若
者支援地域協議会の連
携（共同開催等）

・子ども・若者総合相談セン
ターとの連携

・多重債務者に対する専門
的な支援との連携

・ハローワークとのチーム支援やハロー
ワークのノウハウの活用
・求職者支援制度の活用

・納付相談に訪れる者のつなぎ

・国民年金保険料免除制度の周
知 等

・農林水産分野における就労
の場の確保

・矯正施設出所者に対する自立相
談支援機関の情報提供 等

・子どもの状況の背景にある世帯
の生活課題への対応
・高等学校等の修学支援 等

連携通知（注）で示した連携の例

※上記の例にとどまらず、本人の自立支援に資する他制度と連携した支援のあり方については国や自治体において引き続き検討していく。

（注）「生活困窮者自立支援制度と関係制度等との連携について」
（平成27年3月27日付け事務連絡） 等

ひとり親家庭
等福祉対策、
児童福祉施策
（福祉事務所、
児童養護施設等）

農林水産
分野

・自殺の危険性が高い者への
連携した対応

国民健康保険制
度・後期高齢者
医療制度

自殺対策施策
（自殺予防に関す
る相談窓口、地域
自殺対策推進セン
ター）

ひきこもり
地域支援
センター等

・ひきこもり状態にある者への
連携した対応

・納付相談に訪れる者のつなぎ
・所得の低い世帯への配慮措置の周知や申請援助
・保険料（税）滞納者への連携した対応



生活困窮者自立支援制度と関係制度
等との連携について

厚労省社会・援護局地域福祉課 事務連絡 平成２７年３月２７日

別添１生活困窮者自立支援法と生活保護制度の連携について
別添２生活困窮者自立支援制度とひとり親家庭等福祉対策及び児童福祉施策との連携について
（通知）
別添３生活困窮者自立支援制度と障害保健福祉施策との連携について（通知）
別添４生活困窮者自立支援制度と介護保険制度との連携について（通知）
別添５生活困窮者自立支援制度と労働基準行政との連携について
別添６年金制度との連携及び国民年金保険料免除制度の周知について（通知）
別添７生活困窮者自立支援制度と教育施策との連携について（通知）
別添８矯正施設出所者の生活困窮者自立支援法に基づく事業の利用等について（通知）
別添９生活困窮者自立支援法の施行に伴う農林水産分野との連携について（通知）
別添１０生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の適正な支給及び生活困窮者

自立支援制度からの暴力団員等と関係を有する事業者の排除について（通知）
別添１１生活困窮者自立支援法の施行に伴う多重債務者対策担当分野との連携について（通知）
別添１２生活困窮者自立支援制度と子ども・若者育成支援施策との連携について（通知）
別添１３生活困窮者自立支援制度と居住支援協議会の連携について（通知）
別添１４生活困窮者自立支援制度と地域福祉施策との連携について



（市町村地域福祉計画）

第１０７条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を
一体的に定める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう
努めるものとする。

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福
祉に関し、共通して取り組むべき事項

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

五 前条第一項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げ
る事業に関する事項

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、
あらかじめ、地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容
を公表するよう努めるものとする。

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調
査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、
当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。

社会福祉法改正案（第107条）
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地域福祉計画の位置づけ
地域福祉計画は、保健・福祉分野の対象者（分野）毎の課題など固

有の施策ではなく、対象者（分野）が共通する課題を解決するための

地域組織、専門機関を交えた総合的な福祉の方策を示すものです。
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生活困窮者自立支援と地域福祉計画
（平成２６年通知 3月27日）

１．生活困窮者自立支援方策の位置づけと地域

福祉施策との連携に関する事項

２．生活困窮者の把握等に関する事項

３．生活困窮者の自立支援に関する事項

○相談支援体制の整備、法に基づく支援の実

施、関係機関や他制度による支援、民生委員や
自治会、ボランティア等によるインフォーマルな
支援等とともに、生活困窮者支援を通じた地域づ
くりについて明記する。



第三 市町村地域福祉計画、都道府県地域福祉支援計画の策定ガイドライン（P29～52）

（１）市町村地域福祉計画に盛り込むべき事項

①地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に
関し、共通して取り組むべき事項 <P29～33>

②地域における福祉サービスの適切な利用の促進に関する事項
③地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
④地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
⑤包括的な支援体制の整備に関する事項（法第106条の３第１項各号に掲げ
る事業を実施する場合）
⑥その他 ※下線部分は、今般の法改正により追加された記載事項

（２）計画策定の体制と過程（主な項目）
・計画策定体制、策定方針の決定、策定の手順、各関係機関の役割、計画期
間、評価及び公表等、計画の見直し など

１ 市町村地域福祉計画＜P29～42＞

（１）都道府県地域福祉支援計画に盛り込むべき事項
①地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に
関し、共通して取り組むべき事項 <P43～47>

②市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項

③社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する
事項

④福祉サービスの適切な利用の促進及び社会福祉を目的とする事業の健全
な発達のための基盤整備に関する事項
⑤市町村における包括的な支援体制の整備への支援に関する事項

⑥その他 ※下線部分は、今般の法改正により追加された記載事項

（２）支援計画の基本姿勢
（３）支援計画策定の体制と過程
・計画策定体制、策定方針の決定、策定の手順、各関係機関の役割、計画
期間、評価及び公表等、計画の見直し など

２ 都道府県地域福祉支援計画＜P43～52＞

＜計画策定の体制と過程に関する追加内容等＞

ｺ 高齢者、障害者、児童に対する虐待への統一的な対応や、家庭内で虐
待を行った養護者又は保護者が抱えている課題にも着目した支援の在
り方

ｻ 保健医療、福祉等の支援を必要とする犯罪をした者等への社会復帰支
援の在り方

ｼ 地域住民等が集う拠点の整備や既存施設等の活用
ｽ 地域住民等が主体的に地域生活課題を把握し解決に取り組むことがで
きる地域づくりを進めるための圏域と、各福祉分野の圏域や福祉以外の
分野の圏域との関係の整理

ｾ 地域づくりにおける官民協働の促進や地域福祉への関心の喚起も視野
に入れた寄附や共同募金等の取組の推進

ｿ 地域づくりに資する複数の事業を一体的に実施していくための補助事業
等を有効に活用した連携体制

ﾀ 全庁的な体制整備

ｱ 様々な課題を抱える者の就労や活躍の場の確保等を目的とした、福祉以外
の様々な分野（まちおこし、商工、農林水産、土木、防犯・防災、社会教育、
環境、交通、都市計画等）との連携に関する事項

ｲ 高齢、障害、子ども・子育て等の各福祉分野のうち、特に重点的に取り組む
分野に関する事項

ｳ 制度の狭間の課題への対応の在り方
ｴ 生活困窮者のような各分野横断的に関係する者に対応できる体制
ｵ 共生型サービス等の分野横断的な福祉サービス等の展開
ｶ 居住に課題を抱える者への横断的な支援の在り方
ｷ 就労に困難を抱える者への横断的な支援の在り方
ｸ 自殺対策の効果的な展開も視野に入れた支援の在り方
ｹ 市民後見人等の育成や活動支援、判断能力に不安がある者への金銭管理、
身元保証人等、地域づくりの観点も踏まえた権利擁護の在り方

・福祉以外の分野（成年後見制度、住宅、自殺対策、災害対策等）の計画の内
容のうち、地域福祉として一体的に展開することが望ましいものについて位
置付けるなどの地域福祉計画の積極的活用
・計画策定委員会の議論の活性化等に向けた配慮（必要に応じ分科会、WG
を設置） など

・福祉分野の「上位計画」として、各種計画との調和を図るとともに、推進して
いくために総合計画に地域福祉計画の内容を盛り込むことも一つの方策とし
て考えられること

・他の計画との調和を図る具体的方法の例（見直しの時期を揃える、一体的
に策定する等） 35



相互実現的自立
依存 dependent

自立 independent

相互実現的自立 interdependent

（共依存 codependent）

ケアリングコミュニティ

「支える、支えられる」という一方的な関係で
はなく、「相互に支え合う」地域を構築する。

熊谷晋一郎氏（東京大学先端科学技術研究センター）
「自立とは依存先を増やすこと」



主任相談支援員の役割
“きちんと” 丁寧な相談支援

支援困難・高度な事案

包括的・個別的・早期的・継続的・創造的

“しっかり” 相談業務のマネジメント

スーパービジョン、リーダーシップ

職場づくり、人材育成

“みんなで” チームによる支援

職場内、関係機関との連携、協働

“つながる・つくる” 社会資源の活用と開発

ネットワーク構築、地域への働きかけ


